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は じめ に

　わが国で は 、 江戸時代、すでに幕府によっ て体系的な計量統制が行われてい た。 ただ し、 度量衡に関
わるすべ ての 計量器が統制の対象 となっ たの ではなく、 幕府が取り締まっ たの は 、 枡 ・秤 ・分銅の三種
類で あり、 もの さしや天秤は取 り締ま りの対象には ならなか っ た 。 取 り締ま りの 対象 とな っ た三種類の

計量器の うち、枡や秤の 統制につ い て は 、 さま ざまな視点か ら研究が進め られ て きた
1

。 枡 ・秤 とい う

計量器に対する幕府の統制の 内容は 、第一に標準的な計量器の公 定、 第二 に訐量器の 製造者 ・販売者の

指定、そ して第三に計量器の 検定の 実施、で あっ た 。 これ らの うち第
一一と第二 の統制はほぼL

体 の政策
と して 、 江戸時代の比較的早い 時期に実施されて い る。 例えば、枡の 場合は、寛文年間 （1661−1672）ま

でに 、 江戸の 町年寄樽屋藤左衛門と京都の大工棟梁福井作左衛門の っ くる枡が公定枡 とされ、 秤の 場合
は、承応年間 （1652−1654）まで に 、 江戸の秤職人守随彦太郎 と京都の秤職 人神善四郎の つ くる秤が公

定の秤 とされ た （以上の 人名は原則として各家の世襲名で、代々 継承された）。 第三 の 計量器の検定が

体制 として確立するの は、秤の 場合は承応年間にすでに基本的な体制が成立 してい た が、枡の 場合はや
や遅れて 、宝暦 ・天明年間 （175H788 ）である。

　この ような幕府の 計量統制の運営方法をみ ると、次の 三 点を特徴として指摘し うる 。 第一は 、 幕府が

みずか ら計量器の 統制を進めたの ではなく、
「幽 と呼ばれ る特権的な町人の組織を通 じて 実施した点

で ある。枡の場合は樽屋 （江戸）と福井家 （京都）に枡座を、秤の場合は守随家 （江戸）と神家 （京都）
に秤座を組織 させ た。第二 に 、それ らの 座が必ず江戸 と京都に設置された とい う点で ある。 幕府は 当時
の 日本を東西 に二分割して 、 東 日本を江戸の座に、西 目本を京都の座に支配 させ る二元的な体制をとっ

たの である。 江戸 は幕府の お膝元で政治の 中心であ り、京都には朝廷があっ て伝統的手工業都市で もあ
っ た 。 第三 には、枡座 や秤座がそれぞれの管轄地域に支座または 出張所を置い て 、 副量 器に対す る統制
を全国に徹底させたとい う点である。 秤座の場合、江戸や京都の座 と地方の支座や出張所との 間には主

従制に も似た関係が成立 したが、枡座の 場合は 、 幕府の枡座 とは別 に 、 藩が領内限 りの枡座を独 自に設
置するこ とも多か っ た。 とくに枡の検定 （江戸時代には 「枡改め」 と呼ばれた）に際しては 、 幕府の枡

座と藩の 枡座とが量制支配の主導権をめぐっ て対立するこ とも少な くなか っ た
2

。

　とこ ろで 、 計量器の ひ とつ で ある分銅の 統制はどの ように行われたのであろ うか 。 やは り、枡や秤と

同様に、幕府は彫金師後藤四郎兵衛 （世襲名）に分銅座を請け負わせ 、 後藤家の つ くる分銅を公定分銅
に 指定 した 。 すなわち、 幕府は後藤家の 分銅で 全国の 分銅を統一 したので ある。 しか し、枡座や秤座の

研 究に比べ ると、後藤家が経営した分銅座の 研究は大きく立ち遅れてい るとい わ ざるをえない
。 そ こで 、

本稿で は、後藤家が残 した古文書 ・古記録な どの分析を通 じて、分銅座による分銅支配の 仕組み とその

特徴を整理 して みたい と思 う
3

。

＊受付　1997年 12 月 13 日　 ＊ ＊ 〒113 鯨 都文京区本郷 7 − 3 − 1 東京大学史料編纂所
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1　後藤家の 三 家業

　後藤家に伝わる系図 （後掲 「後藤四郎兵衛家略系図」参照）や家譜に よると、後藤家の祖は祐乗 （正

奥 、 写真 1 ）とされる
4

。 祐乗は美濃国の 出身で、京都へ 出て 室町幕府第八イ矧尋軍足利義政に仕えた 。

こ の ときの 祐乗の職能は彫金で あ り、とくに 日本刀 の装具である 目貫 ・ 笄 ・小柄 （これ らを総称して 三

所物と呼ぶ）の製作を得意とした。 祐乗の 作風は美濃彫 りの技法をベ ース として 、 とくに金の発色にす

ぐれてい た
5

。 そして 、その意匠は、質実剛健ななかに豪華さを誇 り、 当時の武士 の好みに 合致したも

ので あ っ た。室町幕府が倒壊 して戦国時代に突入する と、 後藤家も時代の 波に翻弄 された 。

一
時没落の

憂き目をみ た後藤家の再興に力を尽 くしたの が 、 第五代徳乗 （光基 、 i55（F1631 ）とその弟長乗 恍 栄、

1562−1616）で あ る。 彼 らは織田信長 ・豊臣秀吉など有力大名か らの 求めに応 じて 自己の 作品 を提供 し

たの で 、 後藤家は京都の有力 な町衆に成長 し 、
つ い に 、 茶屋家 ・角倉家 とならんで京都三長者の

一
家と

み なされ るまで にな っ た 。
こ の ころに は 、 後藤家の 彫金の作風は金工 の 本家 ・家元として お家彫 りと呼

ばれる ようになり、 町彫 りと呼ばれた他の金工 の諸流派 か ら区別され珍重 された。 また 、 彼らは彫金だ

けではなく、天正金貨の鋳造や金分銅 （後述する非常備蓄用の 分銅、計量用で はない ）の 鋳造に も従事

した 。 後藤家では貨幣の 鋳造や分銅の 鋳造をそれ以前からも行 っ てい たと思われるが、全国的に体制化

された、っ ま り、近世的な貨幣制や権衡制との 関連の もとで貨幣や分銅を製作 したのは、徳乗 と長乗の

目訶弋か らである。徳乗は豊臣氏、長乗は徳川氏 との 関係が深かっ た とい われるが、ふた りは互い に補い

つ つ 、 後藤家の 繁栄 に努力 した。

　また、徳乗 と長乗はともに男子に恵まれ 、 子供た ちはそれぞれ分家を立てて家業を継承 して い る。 徳

乗の 子供たちは理 兵衛家
・源兵衛家を立て 、 長乗の 子供たちは七郎兵衛家 ・勘兵衛家 ・瀬兵衛家 ・甚兵

衛家を立て た 。 後藤家の家業運営の 特徴ぽ 彫金 とい う個人の技量に依拠する家業で ありなが ら、 大判

の 鋳造 や分銅の鋳造も含め、宗家の 当主である四郎兵衛を中心に、
一
族の 者や弟子たちが結束 して家業

に励んで い る点で ある。 彼 らは京都の岩栖院町 （現在の 上京区内）に集団で住み、みずか ら一団の就業

規則を制定 して、その遵守を義務づけて いた 。 規則では、例えば就業時問を定め、主従長幼の 序列を尊

重 して精勤するよ う規定されて い る 。 また、彫金をは じめとする家業は、ほ とん どすべ て共 同の 細工所

で行われた 。

　寛文 2年 （1662）には第十代廉乗 （光侶、1628−1708）に対 して幕府から江戸定詰が命 じられ、こ こ

に後藤家は 、 江戸に居住する宗家四郎兵衛家や分家の理兵衛家と、京都に居住するその 他の 分家とに分

立するこ ととなっ た 。 しか し、江戸 と京都に長く別れて住んで い ると、両者の 間で意志の疎通も次第に

うまくい かなくな り、後藤家の 団結にも陰 りが見えて きた 。 そ して 、 両者の対立は、後述するよ うに 、

京都方が江戸の 四郎兵衛を京都の町奉行所に訴 えるところにまで 深刻化したの である。

　なお 、 特筆すべ きなの は 、 後藤四郎兵衛家と金座の後藤庄三郎家との 関係であ る
6

。 後藤庄三郎とい

えば、江戸時代の 初期、徳川家康の側近の ひ とりとして幕府の経済政策や貿易 ・外交政策の 推進に活躍

した人物で ある。
この庄三郎は 、 実は徳乗の 弟子で あ り、 江戸 において家康が貨幣鋳造を企てた際に 、

徳乗の 名代 として派遣されたの で あっ た 。 徳乗は 自分の 娘を庄三郎に嫁がせ、後藤の姓 とともに、徳乗

の 実名で ある光基か ら光の
一

字を与えて 光次を名乗 らせ るなど、 庄三郎を
一
族の

一
員として厚遇したう

えで江戸に下し齢 しか し、 まもなく後藤宗家と庄三郎との 関係は逆転し、家康に重用された庄三郎が

幕府 内で 覇権を振る うよ うになっ て しま っ たの であ る。寛政年間 （1789−1800）には、後藤宗家が幕府

内での復権を図 り、将軍謁見時の 席次をめ ぐっ て 、大半挫 後藤宗家を金座後藤家の上位にっ けるよう繰

り返して運動するが、実現は困難で あっ た，ところが 、 弘化 2 年（1845）、金座の 不正 によ り金座後藤家

（庄三郎家はすで に断絶 し、三右 衛門家が継承 して いた）が断絶すると、後藤宗家か ら第十六代方乗 （光

一 26一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Historical Metrology, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Hlstorloal 　Metrology 厂　Japan

晃 、 1816− 1856）の 嫡子 吉五郎 （1834−1893）が後継者 として金座 の 頭人に就任 したの で 、 こ こに後藤宗
家が実質的に金座をも支配する こ ととなっ たの で ある。 そ して 、 その まま明治維新を迎え、 明治 2 年
（1869）に大判座 ・

金座 ともに廃 止された。おそ らく、 分銅座も同時に廃 された もの と思われ る。

　以上の ように 、 後藤四郎兵衛家は本来彫金を業とする家であ り、その 技術をもっ て 時の 権力に仕え、

大判の 鋳造や分銅の鋳造へ と家業を広げて行 っ たの で ある。 そ して 、 貨幣の鋳造においては大判座の 頭
人として、また 、 分銅の 鋳造におい ては分銅座の頭人として幕府経澗幾構 と民衆の 経済社会 との接点に
位置付けられたの で あっ た 。 後藤家は 、 彫金におい て は幕府腰物奉行の 管轄下にあり、 大判 ・

分銅の鋳
造におい ては勘定奉行の支配を受けた。

2　後藤四郎兵衛家の 分銅座

2 − 1 分銅座の成立 と組織

　後藤四郎兵衛による分銅座の経営がい つ ごろ始ま っ たの か 、 史料の 上か らは確定するこ とがで きない
。

江戸時代の 分銅に関する法令の初見は、寛文 5年 （1665） 3 月に、江戸 ・京都 ・大坂の 町中に対 して布
達され た町触である （史料 1   ）。 それに よると、後藤四郎兵衛以外の者が製作 した 「似せ 分銅」 の 使
用が禁止 され、分銅の 値段お よび分銅に 打っ 極印の 印賃 （料金）が決め られて 、 市中の 分銅は四郎兵衛
方 で極印を受けるよ うに命 じられてい る。 すなわち、後藤四郎兵衛の つ くる分銅が幕府の公定分銅とさ
れ 、 市中の分銅は必ず四郎兵衛方で極印を受けなければならな くなっ たの である。 したがっ て、遅くと
もこ の ときまで に後藤家の 分 銅座 としての 基本的な機能が成立 した とい うこ とがで きる。 ただ し、 ここ

でい う極印の押印が、の ちに述べ るような分銅の 検定 （江戸時代には 「分銅改めj と呼ばれた）と同様
の もの で あ っ たか ど うかは即断で きない

。

　分銅座の 組織 ・機構に関 して も、 残念ながら、 現在明確にその 姿を把握 しきれてい ない
。 おそらく長

い期間におい て は分銅座の 機構も変化 したであろ うし、 なによりも、前述 した四郎兵衛の 江戸移住の 前
と後とでは、明 らかに機構上の 変化があっ たで あろ うと思われ る。 さらに 、 分銅座と大判座 との機構上
の 関連など今後検討 しなければならない 課題もある。ただ し、 後述する分銅改めに関する史料などか ら、

おぼろげなが ら分銅座の機構を伺うこ とができるの で 、 こ こでその概略に触れてお きたい
。

　まず、後藤家が江戸 と京都に分住 しても、 家業の 中心となるの は江戸の 四郎兵衛家であ り、分銅座の

基本的な機構も江戸に置かれてい た 。 江戸の 後藤家の屋敷は時代によっ て移動するが、本両替町 （現在
の銀座一

丁臥 数寄屋橋東側付近）の拝領地内にあ っ た期間が最 も長い 。拝領地は二 分割 されn 一
方に

は四郎兵衛の 私宅が、他方には大判座や分銅座の役所および 作業揚が設置 された。 大判座は幕府の命令
で大判の改鋳が行われる ときにだけ開設 される非常設 富 臨時の役所であ り、おそらく分銅座も大判座の

設置期間に応 じて併設されたもの と考えられ る。 ゆえに、分銅の鋳造には大判の鋳造に用い られる設備
が転用されたの であろう。

　分銅座は後藤四郎兵衛を頭人 とし、その もとに付属する役人 と職 人とか ら構成 されて いた 。 役人は座
の 事務方を司るとともに職人を統括する役目を負っ て い た 。 そ して 、職人に は、大別 して 、分銅を原材
料か ら繭型に成形す るまで を担当する吹下職 人と、成形された分銅に細工を加 え 、 微調整して最後に極
印を打っ 細工職人 とがいた 。 ただ し 、 出来上が っ た分銅が後述する基準分銅 （後述する 「正本分銅」、
い わゆる御本分銅）の 重量に合致するか どうか調べ るの は職人ではなく役人の 仕事で あ る。なお、後藤
一
族の分住に応 じて 、 職人 も江戸 と京都の 双方にそれぞれ所属 して い たが 、役人は基本的に江戸居住で

あっ た。京都方の職人の 統括には 、 京都に居住する後藤分家の うちの ひ と りが当た っ た。 それは時代に
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よっ て交代 したが、分家七郎兵衛家か七郎右衛門家の 当主で ある ことが多か っ たよ うで ある。

2 − 2 分銅の 種類と値段

　次に 、江戸時代に分銅座で つ くられ市 中に流通 した分銅に つ い てみて み よう。そもそも分銅には、大

別す る と、金銀などの貴金属を非常備蓄用 （多 くは軍事用）として大きな繭の形に鋳出す千枚分銅 （原

材料か ら金分銅 ・銀分銅 ともい う）と、 天秤に掛か る片方の皿 の 上に乗せ て貴金属や薬種な どの 計量に

使用 された金銀掛分銅との 二 種類が存在 したが 、
こ こ では、計量に使用 された分銅とい うこ とで 、 後者

につ い てみて い くことにする
7
。

　江戸時代の分銅は繭型をして お り、世界史的には ヴァ イオ リン 型分銅に分類され る
8

。 表面にはその

分銅固有の 重量が計数表示 され、さらに 、 製作責任者である後藤四郎兵衛の 花押が線刻されるとともに、

豊臣秀吉か ら許可 された とい う後藤家の 家紋で ある五 三桐の極印が押される。 さらに 、 側面には偽造防

止 のための刻印が規則正 しく押 された 。 なお 、後述する分銅の 検定に合格 した場合には 、 表面に合格印

が押 されて い る。

　市中に出回っ た分銅は 19種類あっ た， 最大が 500 目で 、順に 300目 ・200 目 ・100目 ・50 目 ・ 40

目 ・30 目 ・20 目 ・10 目 ・5匁 ・4 匁 ・3匁 ・2 匁 ・1匁 ・5 分 （読み方は 「ふん」、金貨の単位で あ

る 「ぶ」
＝ 歩と区別される）・4 分 ・3 分 ・ 2 分、そ して 、最小 が 1分である。これ らの うち 500 目と

300目の 分銅はバ ラで 個別 に取 り扱われ、200 目か ら 1分までの 17個の分銅はセ ッ トでま とめて 取り扱

われた。後者のセ ッ トの 組を、 揃いで 1面または 1流 と呼ぶ 。 なお 、 後藤四郎兵衛家には 1分以下の 極

小分銅が 5 個セ ッ トで 多数存在 して い る （東京大学文学部考古学研究室所蔵 写真 2 ）が、これらの法

令上 の 規定が見 当た らず、極 1・分銅鋳造の 法的根拠 や極 亅・分銅の 具体的な用途に つ い て は不明で あり、

今後の解明を待たなければならない
。

　とこ ろで、後藤四郎兵衛家に は極小分銅の他 に、非常に簡略なつ くりの 比較的大型の分銅が残 されて

い る （東京大学文学部考古学研究室所蔵、写真 3   ・  ）。 形態は繭型で あるこ とに変わ りはない が、

表面に線刻された計数および後藤の姓が、市中に出回っ た分銅に比べ て粗略なの で ある。 とこ ろが 、
こ

れらの 分銅の 裏を返 してみ ると 「正本」の 文字が横に並べ て刻まれてお り、 これ らの 分銅がとりもなお

さず基準分銅で あることを示して い る。
これ を近代風に呼べ ば、 キ ロ グラム原器とい うこ とになろ うか 。

基準分銅の厳密な重量計測など本格的調査は、その 具体的な使われ方の解明も含めて今後の課題で ある。

　分銅の値段は後藤家か らの 出願によ っ て幕府勘定方が許可する仕組みになっ ており、 その価額は時代

によっ て変化 した。史料の上で確認 できる寛文年間以降にお ける分銅の 値段の変化を大雑把に追っ て み

たい （表 1）。 江戸時代を通 じて寛文年間と正徳 4 年 （1747）の 2 回ほど値下げを行 っ て い るが、その

他の 改定はすべ て値上げで ある。 値下げの 理由は 原料となる銅の 価格低下で あっ た 。 元文 3年 （1738）

になると分銅の値段 は安定 し、500 目1個が銀 18匁 3分、300 目1個 12匁 2 分、200 目以下 1面が 33

匁と定められた。 その 後百年以上にわた っ て 分銅の 値段には変化がなかっ たから、江戸時代の分銅の値

段は元文年間制定の 値段をもっ て代表させて よい か も知れない 。 しか し、 幕末になると、弘化 4 年以降

頻繁に分銅の 値上げが行われ 、
つ い には元文年間の 値殺の 2倍半 にまで高騰する。 なお弘化 4年以降の

値上げはすべ て期限付きであり、
1年間 〜 5 年間に限定して の 値上げで あっ たが、実際には値上げの 期

限切れと同時に次の 値上げ申請が分銅座か ら出願 されてい るの で 、 分銅の値段 が元文年間の 水準に戻る

こ とはなか っ た。 また 、 弘化年間以降の 値段は、すべ て 、 元文年間制定の 値段の 伺割増 しにするか とい

う形で 改定されて い る。
こ の こ とからも、 元文年間に制定された値段が江戸時代における分銅価格の基

準 とみなすこ とがで きよう。

　分銅の 値段を構成 した要素は、原料となる銅の 相場 ・吹下値段 ・工料そ して分銅座の利潤で ある。吹

下値段は 、 吹下職 人に支払われ る賃金部分で ある。工料とい うの は、試方値段あるい は細工料 ともい い 、
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分銅の 微調整 ・分銅の重量の 計測 ・ 極印の 押捺とい う細工方の 工程に応 じて 、 毛切料 ・極印料そ して試

料とい う名 目で各職人に支払われるべ き賃金 ・手数料部分の こ とである 。
これ らに分銅座の利益分が加

え られて 、 分銅の値段が決定された 。

3 分銅の 検定 ＝ 分銅改め

3 − 1 分銅改め と後藤家

　分銅の 検定には、江戸時代における他の謝量 器の検定がそ うであっ たよ うに、二 つ の側面がある。 第
一

は幕府の 計量統制の 一環で あ り、幕府が公定する分銅座の 分銅で全国に流通する分銅を統
一
するため

に大きな役割を果た した。 第二 は、分銅座の利益の拡大で ある。分銅の 改め賃料は原則として無料で あ
っ たが 、 検定に合格 した分銅には分銅座の 役人に極印料を払 っ て新たに極印を打っ て もらわなければな

らなか っ た。また、検定に不合格だ っ た分銅は修理をするか、さもなければ没収された。 修理は分銅座

に依頼 しなければならず 、 その 修理代は分銅座が独 占した。そ して 、没収された分銅は分銅座の 手によ

っ て新分銅の原料 となっ たの で ある。

　分銅座後藤四郎兵衛による分銅の検定は 、 前述した よ うに、すでに寛文 5年には始まっ てい た可能性

がある 。 しか し 、 現段階で は史料が とぼ しく、 寛文年間の 検定が後年み られるような制度化 された検定

と同
一

の もの か どうか は不 明で ある 。 時代に よる変化を考慮するならば、む しろ両者は異なるもので あ

り、寛文年間の極印の押印は、後年に体制化 ・体系化された検定の 原初的形態と考えるの が 自然で あろ

う。

　とこ ろで、分銅改めの実施をめぐり、前述したよ うに 、 江戸の 後藤四郎兵衛家と京都の分家との 間で

争論が起 こ っ てい る。 享保 12年 （1727） 11月 、 京都の後藤勘兵衛 ・同七郎右衛門 ・同源右衛門ら各分
家の 当主が、京都町奉行所に江戸在住の 四郎兵衛を訴えたの である 。 その ときの 訴状によれ ば、 京都方

の主要な言い分は、次の通 りである （史料 1   ）。

  市中に 「似せ 分銅」 が出回 っ て い るの で分銅改めを実施 したい が、江戸の 四郎兵衛が分銅改めに 同

　意しない
。

  四郎兵衛は江戸に居住 してい るの で 、 西 目本で使われてい る分銅の事清に不案内である。 ゆえに 、

　四郎兵衛は分銅改めの必要性が認識で きない
。

  四郎兵衛は一
族の長でありなが ら、 本来なら

一
族入用資金として 納めるべ き知行米やその 他の収益

　金を差 し出さない。

  その 他にも、四郎兵衛は一
族の規律を無視して 、 わがままな振る舞い が 目立っ

。

  分銅の 御用は 元来京都方で行っ て きて い るの で 、 今後も京都の 七郎兵衛家に命 じてほ しい
。

  大判墨書の書き替えは元来江戸 ・京都双方で 行っ て きたが、近年は江戸の 四郎兵衛が独 占してい る

　の で 、 元通 り京都方に も命 じてほ しい
。

　第六点 目の 主張だけは
、 分銅で はなく、 後藤家の も うひ とつ の家業である大判の 鋳造 に の場合は 大

判の表面にある墨書の 書替え）に 関わる争点で ある。 ただ し、 6点に亙るの 争点は京都方の
一

方的な言

い 分で あるか ら、 主張のすべ てを正 当なもの と認めるわけにはいかない
。 また、これ らの 主張に対する

江戸の 四郎兵衛の 反論 内容が不明なの で、残念なが ら、事 の真偽を確定するこ とは不可能で ある。

後藤一族内部における京都方と江戸方の紛争は 、 京都町奉行の 斡旋もあっ て 、 享保 14 年には決着し

た （史料 2）。 決着の要因 として人 々 が最優先 させ た の は後藤一族の結束で ある。
一
族が分裂して い た

ので は 、大判や分銅 とい う幕府の御用 を十全に勤め るこ とはで きない か ら、 江戸 に居住する宗家の 四郎

謹f：目纛5巨石チ移ヒ19［20］星997
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兵衛を中心に
一族 の 再団結を図 り、江戸方と京都方が

一
致 して幕府の 御用を実現しよ うとい うので ある 。

京都の 後藤分家は、幕府に直結 して
一

族内部で圧倒的名声を誇 る四郎兵衛を抜きに して は自分達の 家業

自体が成 り立たない ことを十分承知 してい たか ら、 江戸方に譲歩し、 訴訟の 終結に同意 したの で あっ た。

こ の よ うな論理は、もともと封建的家制度を堅持 しよ うとする幕府の論理で もあるが、枅座や秤座の よ

うに東西の 座を別々 の 家で経営する計量器関係の 座に はみるこ との で きない 、後藤家の 分銅座だけに み

るこ との で きる論理で もあ る。

3 − 2　分銅改めの 手順 と方法

枡や秤などの計量器の検定と同様に、分銅の 場合も、 まず分銅座か ら検定の 出願が出され払 それに

基づ い て幕府が検定を許可し、幕令 ・町触等が布達 されて 、 市中の 人々 に分銅改めの実施が知 らされた

の で ある
9
。幕令や町触 には後藤四郎兵衛方で検定を行 うこ とが明記 され 、 さらに 、 分銅に打っ 極印の

料金 （印賃）なども記されて い た 。 分銅座の 役人は江戸伝馬町の 町役入か ら伝馬証文 を交付 されて 、街

道筋の 宿場問の伝 馬を使用するこ とがで きた 。 ただ し、江戸町中の分銅改めを別として 、京都 ・大坂 を

は じめ とする全国の 分銅改めに宗家の 四郎兵衛が同行する こ とはなく、実際には、後藤一
族の分家の 当

主を筆頭に分銅座の役人らが随行 した。 彼 らは分銅改めで巡回する町村を管轄する役所に対 して、あら

か じめ分銅改めの届けを提 出 した 。 地方の役所か らは、町や村に対して触れ流 しが出された 。 それ を受

けて町村で は、町村 内に存在す る分銅の 種類や持主などを書き上げた 「分銅員数帳」 を作成 し、 改め役

人に提出した 。
「員数帳」には、前回の 検定の 際に所持 してい たに も関わ らず、その 後紛失 ・焼失

・
売

却な どによ っ て この度の 改め時には分銅を所持 して い ない 場合、その 当事者名や不所持の 理 由まで も詳

細に書き上げられてい る。 この 「員数帳」 を分析するこ とで 、 江戸時代の 人々 が、どの よ うな大きさの

分銅をどれだけ所持して い た か とい う実態が判明する。

　出張先にお いて 分銅改めの ための 役所が開設 され る と、検定の 対象 となる町村か ら順番に分銅を役所

に持参させ た。 役所では 、あらか じめ提出 されてい る 「員数帳i と照合させ ながら、分銅の 極印が正規

の もの か を鑑定 し 、 分銅の 重量に誤 りがない かを測定 した。そ して、合格 した分銅にはあらためて極印

を打っ て料金を徴収 したの で ある。 不合格となっ た分銅は改め役人によっ て回収された 。 また、 求めに

応 じて 、 改め役人は新規に分銅を販売もした 。 分銅の 検定が終了する と 、 改め役人は地方の役所に皆済

届 （終了届）を提出して 次の 土地へ と巡回して い っ た 。

　なお、分銅の極印料は、500 目分銅が 1個銀 5 匁 300 目が 1個銀 3 匁、 200 目以下 1流が銀 8 匁で

あり、この額は江 戸時代を通 じて 変化 して い ない
。

3 − 3　分銅の 所持状況

　安政 3年 （1855）、 伊賀国 （現在の 三重県の 一部）にお ける分銅改め の 際に提出された 「分銅員数帳」

（大判座後藤家文書、 東京大学史料編纂所所蔵）をもとに、当時の人々 が どの よ うな種類の分銅をどれ

ぐらい所持 して い たの かをみてみたい 。分銅改めは当時の 支配領域である幕府領 ・禁裏御料 ・ 藩領の境

界とは関係な く、国単位で 実施されて い るが、安政 3年の 伊賀国の場合は 、 国の領域全体に わた っ て 分

銅の所持状況が判明する希有な例で ある。
「分銅員数帳」 は、基本的に、郷方 儂 村部、表 2   ）、上

野町 （表  ）、名張町 （表  ）の 三 冊か らなる 。

　全体を見渡 してい えるこ とは 、 そもそも分銅の 所持人数と所持分銅数とが ともに少ない とい うこ とで

ある。伊賀国郷方 102か村の うち分銅を所持する者がい るの は 13か 村の みで 、他の 89か村で は分銅の

所持が 1件もない。

　その前提の上で、まず 、 上野 ・名張とい う町方とその 他の 郷方とを比較 して みると、町方における所

持人数 ・分銅数が郷方よ りも圧倒的に多い
。 天秤を使用する諸商人は町方に集住 して い たから、

これ は
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当然の こ とで ある。 郷方におい て分銅を所持す る者も、 屋号を名乗 っ た り男ri4iが注記 されて い るの で、
小規模なが ら農業以外の生業、例えば商業 などに従事 して い た らしい こ とが分かる。

　所持 してい る分銅の種類とい う点か らみれば、分銅 1個を単独で所持するよりも、セ ッ トで所持する
ケー

ス が多い こ とが分かる 。 そ して 、300 目下、 すなわち 300 目分銅 1個プラス 200 目下分銅 1流 17
個、合計 18個とい うケ

ー
ス が圧倒的に多い

。
つ い で 多い の は 200 目下分銅の セ ッ トであ り、500 目下

分銅の セ ッ トを所持するケース は極めて少ない
。 そもそ も単独で さえ 500 目分銅を所持する場合は少 な

い
。 したが っ て

、 当時の 一
般的な需要は、300 目か ら1分までの 比較的中クラス の分銅であっ たとい う

こ とがで きよ う。

　なお 、 伊賀国の 事例で は確認できないが、慶応 2年 （1866）に近江国で実施された分銅改めの際に作
成された 「分銅員数帳」 をみ ると、 村落全体が共同で分銅を藤持する村持ち分銅の例が認め られ る。 す
で に、枡や秤が共 同所持されて い る例は確認されて い るが、分銅において も同様で あっ たの で ある。分
銅の 価格や使用瑟渡 を勘案 した場合に 、 個々 人で所持するよ りも村 として 共同で持っ てい た方が有利か
っ 便利と判断されたか らで あろ うが、同時に 、 この よ うな所持形態は近世的な村落共同体の規制の

一
環

とみなすこ ともで きよ う。

おわ りに

　最後に、江戸時代 に幕府に よっ て統制をうけた枡 ・秤と分銅との比較をしてみたい
。 枡や秤の場合、

江戸 と京都に それ ぞれ別 の家が経営す る枡座 ・秤座を開設 し、 日本を東西に二分割 し、 それぞれ分掌さ
せて実際の計量器の 統制を行わせたの に対 して、分銅の場合は 、 後藤四郎兵衛家だけが江戸に分銅座を

開き全国の分銅を統制 した とい う点が異なっ て い る。 ただ し、 後藤家は京都に分家を残 してお り、西 日

本 における分銅の 統制は もっ ぱ ら京都の 分家が担 当し鶴 結果的に 、 江戸と京都を拠点として計量器を
統制 したとい う点で は、枡座や秤座 とも共通するの で ある。 した がっ て、江戸幕府は 、 分銅の場合も枡
や秤の 場合と同様の原則に よっ て、全国の統制を行っ たとい うこ とがで きる。

　なお 、 注意しなければな らない のは 、 後藤家の側か らみ ると、分銅座として の 分銅統制は後藤家の 三

家業の ひ とっ であっ たとい う点で ある。 彫金 ・大判 ・分銅とい う後藤家の三家業は、後藤四郎兵衛を中
心 とする後藤

一
族が有する技術の特質に起因してお り、後藤家は 、当時として は極めて高い レ ヴェ ル の

技術を保持 して い たので ある。 残念ながら、 後藤家の総収入 に対 して分銅座の 収入の 占める害ii合は不明
で あるが、後藤家はそれぞれの 家業を別個に経営して い たわけで はない 。 したがっ て、後藤家に よる分
銅支配を考える場合、 他の家業である彫金や大判との 関連に十分留意する必要がある。

本稿で は 、 江戸時代の謝量 器のひ とつ で ある分銅を支配した後藤家と分銅座に つ いて、後藤家の 来歴 ・

分銅座の成立と機構 、 そ して分銅改めの 実施方法と分銅の 所持状況を概観 して きた。 冒頭に も述べ た よ

うに 、 枡や秤の研究に比べ て分銅の研究は大幅に遅れて い るの が現状であ り、 その 理由は 、 史料の所在
が不明で あっ たこ とと情報が共有 されて こなか っ たこ とにあると思われる。 本稿で述べ て きたこ とはい

ずれも江戸時代の分銅お よび分銅座研究の 基本であり、これ ら基礎的事実の うえに 、 今後研究を深化さ

せ て い かなければならない
。

言十駛 耽 19匚2〔〕］1997
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1
枡や秤に関する研究は少なくない が 、 それ らに対する統制の 問題に限定 した主要な論考は次の 通 り

で ある 。 枡に つ い て は、脇田修 「京枡座 につ い て」 （『史林』第 46 巻 4 号 、 1963）、隼田嘉彦 「近世初

期にお ける枡の 統制」 （広島史学研究会 『史学研究』103 号、1968）、 藤井譲治 「寛文以前の 江戸枡 に

つ い て」 （『神戸大学文学部三十周年記念論集』1979）、同 「江戸幕府寛文期の 枡統制」 （『日本史研究』

204 号、1979）、同 「秤座 ・枡座 における東西分掌体制の 成立1 （『日本歴史』376号 、 1979）、馬場章

「江戸時代 における量制統制の形態一幕府 ・水戸藩の枡統制を中心に
一1 （『日本史研究』290 号、1986）、

同 「江戸時代にお ける 『似せ枡』の摘発 一幕府 ・水戸藩の 場合を中心に一
」 （早稲田大学燭 亮文学研

究科 『文学研究科紀要　史学 ・哲学編』第 13集 、 1986）、 同 「江戸時代における量制統制の 一側面」 （『計

量史研究』第 9巻 1号、
1987）、同 「越後国高田藩の量制統制」 （『地方史研究』229号、1991）、 秤に

つ い て は、林英夫 『秤座』（吉川弘文館 、 1973）、馬場章 「地方秤座に よる秤支配の 実態
一
津秤座の秤

改めを中心に
一

」 （『三重県史研究』第 8 号、 1992）。

2
以上 の よ うな近世の 言憧 統制の 全体像に つ い て は、拙稿 「近世 日本の計量統制」 （『歴史学研究』第 690

号、1996）で 述べ た こ とがある。

3
後藤家に関する史料には、後藤四郎兵衡家史料 （東京大学史料編纂所寄託）、大判座後藤家文書 （東

京大学史料編纂所所蔵）、 後藤家資料 悚凉芸術大学所蔵）、後藤勘兵衛家史料 （京都大学総合博物館寄

託）、金座古文書 （日本銀行金融研究所所醐 などがある。本稿で は、特別な場合を除い て
一

々 出典を

注記 しない が、多 くは これ らの 史料に基づ い て い る。

4
後藤四郎兵衛家の 歴代 当主につ い て は 、 木木r莊 五 『江戸時代の金座』 （東京市役所 、 1931、復刻 聚

海書林、1988）に詳 しい
。 また 、 拙稿 「大判座後藤家の 栄光」 （国立歴史民俗博物館企画展図録 『お金

の 玉手箱』 1997）も参照、されたい 。

5
金工 として の後藤家に 関する文献は非常に多い が 、 その作風を汁には 、 さしあた り特別展図録 『後

藤家十七代の刀装具』（佐野美術館 ・根津美術館
・徳川美術館、1994）が手 ごろである。 なお、本家四

郎兵衛家以外の 分家の作品 を研究 したもの と して 、 辻本直男監修 、 笠原光寿 ・秋元繁雄共著 『京後藤の

研究 11989がある。
6
後藤四郎兵衛家と庄三郎との 関係につ い ては、中田易直 「後藤庄三郎の 出自につ い て1 （『（中央大学

史学科）紀要』 100号、1981）に詳 しい
。

7
非常備蓄用の分銅に関する研究として 、遠藤佐 々 喜 「徳川幕府非常用の金銀分銅の研究」 （『史学』

第 3 巻第 1 号）がある。

8Bruno 　KisCh：SCALES ＆ 嘔 侃 ZεNew 　Haven　and 　I云）ndon ：Yale　University　Press，1965．
9
以下の 分銅改めの 羽 頃は、「分銅御用諸書留 1 （大判座後藤i家文書 、 東京大学史料編纂所所蔵）に よ

る。
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　　In　Edo　Period　Goもo　Shh℃bei觚 y　monopohzed 　manu 魚cture 　and 　sale　ofthe 　o茄dal　metal

weights ，　Their　founder　was 　GotO　Yujo　who 　was 血 the　serVice 　ofAshikaga
「
Yoshimasa．　GotO　fatniliYs

business　was 　constituted 　ofth 肥 e 　works 　as　a　goldsmith，　a 　big　gold　ooin　maker 　and 　a　metal 　weight

maker 　These　works 　were 　not 　quite　separa 艶 ，
　but　theh！management 　and 　opera 缸on 　are 　basica皿y

independent，　Seareh　and 　Study　for　Goto　imniiy　as 　an 　ofi（ria1　meta1 　maker 　iS　now 　later　tr）my 　regre し

Th。　largest・r・a・・n 　i・ th・t　w ・ d… tkn ・w 　wh ・・e 髄 ω翻 m ・teri・ls・f（沁ω   丑y 説 ・On 　th・

釦   da廿on 　ofthe 　Minlstry　ofEdu 〔：ation 　we 　are　now 　arranging 　them　in　all　over 　Japan，　I　would 　Hke

bo。ffer　information，　And　1　want 　to　take　a　bird−eye 　View　ofrealization 　and 　formation　of　metal 　weight

o鑷ce
，

　and 　methOd 　ofsale 　and 　examination 　of　metal 　weightS 血 this　report ．
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